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透析医療に係る評価の適正化  

1透析医療に係る現状  

○ 透析患者数は2004年12月31日現在約24．8万人（年間導入患  
者約3．5万人、死亡患者約2．3万人  

○ 昼間透析約79％、夜間透析約17％、その他腹膜潅流約4％  

0 平均年齢約63歳（導入患者平均約年齢67歳）  

＊ 詳細は別紙1のとおり  

エリスロボエテンの使用司  

○ エリスロポエチンは透析患者の腎性貧血の改善に使用される薬  

剤である。  
0 エリスロポエチンの薬事法における用法鯉用量  

ら 元可  投与初期1回3，000単位週3回貧血改善効果が得   

ら、碓持量として1回1，500単位週2～3回又は1匡星3，000単  
位週2回投与。   

貧血改善効果の目標値はヘモグロビン濃度で10g／郎ヘマト  

クリット値で30％）前後とする。  
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0 エリスロポエチンの薬価（別紙2）  

0 透析医療におけるエリスロポエチン使用割合は約8卑％  

●3 エリスコホニチ∴．  旦些里些蔓草些 車重堕堅些三］些竺j   

O 大部分の慢性維持透析患者（約8埠％）は．、透析実施時にエ刃ス  

ロポニテン製剤の投与を受けている。  

0 適切な透析の実施により岬定程度貧血の改善が期待でき悔エリ  

ス一ロボエチニィ㌔の投与量を減少させることが可能で友掲㌧意力スぷポ  

ヱ：テンを包括的に評価することによりk適切な透析を実施するイ   



ンセンティブを付与することとなるっ（別紙3）   

以上のことを踏まえ‥人工腎臓について適正な評価を行う観点から、  
エリスロポエチン製剤について人工腎臓に含め包括的に評価すること  

とする。   

なお、エリスロボエテンの包括的評価など透析医療に係る評価の適  
正化については、次年度以降、その影響を医療技術評価分科会にお  

いて専門的観点から検証することとする。  
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平成18年2月  

厚生労働省保険局医療諜  

課長 麦谷 眞里 殿  

社団法人 日本透  

会長 山 崎  

平成18年度診療報酬改定に関する緊急のお顔い   

謹啓   

今回の診療報酬改定に際しましては、良質で安全な透析医療の安定供給を前提にし  

たうえで、ご努力いただく様子を聞き及んでおり、心よりお礼申し上げます。   

さて、透析医療は、従来、診療報酬改定の“原資”として利用され、年平均2％の  

診療報酬低下が続き、平成14年の改定では、技術料引き下げを含め、8～10％の引き  

下げがあり、この時のマイナス影響は今も続いております。そこで、診療報酬改定に  

際して日本透析医会が望むことは、急激で大幅な削減は避けること、提供する医療の  

貿の低下があってはならないことと、専門職として、技術料の切り下げは受け入れら  

れないことにあります。   

ところで、このたびの改定では、夜間・休日加算の点数切り下げ、包括検査点数（慢  

性維持透析患者外来医学管理料）の引き下げなどとともに、エリスロポエチンの人工  

腎臓への包括などが中医協で検討されていると理解しております。   

われわれの調査では、エリスロポエチンは年々使用頻度が増加し、現在では、外来  

患者の84％に使用され、今後もこの比率は増加するものと推測されます。また，透析  

医療費全体に占めるエリスロポエチン比率は8．8％であり、ダイアライザ仰の9．4ヲ岩  

に匹敵するまでに至っております。   

一方、その臨床使用に関しては、保険上あるいは保険審査上の制限もあって、欧米  

に比して極めて使用量が少なく、結果として得られるヘモグロビンやヘマトクリット  

値も著しい低値を示しています。   

もともと、エリスロポエチンが使用される以前は、長時間透析を実施し、効率のよ  

いダイアライサ岬－を用い、。水処理を徹底するなどしてできる限り良質な透析を提供す  

ることにより、貧血の改善を因ってきました。しかし，－エリスロポエチンは、これら  

の努力の結果をはるかに超える効果を発揮しました。したがナて、そうした努力を恵  

向がなかったとほ言  ん√1        －ウ             〔・きかごいう傾 り、】安易にエリスきこにトコニナンの投与頻度Yも量が増肝」∴ニ1  

い切れません。反対に一 良質な透析を提供することば、エリスロボ宣子ンの使用量を  

減少させることにもなります。  
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そこで、以上のような背景をもとに、日本透析医会は、人工腎臓点数にエリスロポ  

エチンが包括されノることを強く望みます。その碩拠は以下の通りです。  

1．80％以上の患者で使用されており、従来の診療報酬改定でも、水処理加算   

や除水調整期加算が、同様の理由で人工腎臓点数に組み入れられた。   

2．エリスロボエテンを包括化することにより、原則的に使用量の制限がなく   

なり、ヘモグロビンなどの治療目標値上げることが可能となる。これは、   

患者にとって天変なメi」ットとなる。   

3、透析液の清浄イヒ、長時間透析の実施、高機能ダイアライザ｝の使用など、   

十分な透析により∴従来の貧血の程度を椎持しつつ、エリスロポエチンの   

使用量を減少させることが可能となる（文献参照）。   

4．したがって、包括により、より良質な透析が志向され、患者にとって大き   

なメリットであるとともに、総合的にはエリスロポエチン医療費を節約で  

きることになる。   

また、もしエリスロポエチンの包括がなく、必要な“原資”を純粋に技術料の削減  

に求めた場合、①透析液清浄化への努力を放棄し透析量を低下させる、②低下した透  

析効率による貧血克進の改善のため、エリスロポエチンの使用量や使用頻度が増加す  

る可能性もあると考えます。   

ちなみに、エリスロポエチン包括後も、日本透析医学会が提示している貧血治療の  

ガイドラインを遵守するなら、貧血が悪化し、患者に不利益をもたらすことはないと  

思われます。   

さらに日本透析医会は、エリスロポエチンが人工腎臓に包括された場合には、改定  

前後の貧血治療の状況（エリスロポエチンの使用やヘモグロビン¢ヘマトクリット値  

など）の変化を、 独自に検証する計画を立案中です。  

以上、現在議論されております人工腎臓点数へのエリスロポエチンの包括化が実現  

ノますようト 巨1本透析医会は強く要望させていただきます二  

謹白  

4   


















